
別紙３を次のとおり改める。 
 
１．（１）①のうち、「令和６年３月３１日」を「令和１６年３月３１日」に改める。 
 
１．（１）②のうち、「（24）から（52）まで」を「（24）から（53）まで」に改める。 
 
１．（１）②ヘのうち、「令和６年３月３１日」を「令和１６年３月３１日」に改める。 
 
１．（１）②カのうち、「令和６年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。 
 
１．（１）②レのうち、「１０円単位の端数処理を行った後の額する。」を「１０円単位の端

数処理を行った後の額とする。」に改める。 
 
１．（１）②ヰのうち「（イ）から（ハ）に掲げる表」を「（イ）から（ロ）に掲げる表」に

改め、（イ）を削り、（ロ）から（ハ）までを１ずつ繰り上げる。 
 
１．（１）②ク（ロ）イ）のうち、（注２）を削る。 
 
１．（１）②のうち、ラからクまでを１ずつ繰り下げ、ナの次に次のとおり加える。 
ラ 一般国道４３号（名神湾岸連絡線）（以下「名神湾岸連絡線」という。）における各イ

ンターチェンジ相互間の１回の通行に係る料金の額は、別添５の名神湾岸連絡線のキロ
程と阪神高速道路株式会社が管理する一般国道４３号（名神湾岸連絡線）等の利用距離
を通算し、当該通行を１回の利用としたうえで、阪神高速道路株式会社が管理する高速
道路の料金の額を含め、阪神高速道路株式会社が道路整備特別措置法（昭和３１年法律
第７号）第３条に基づく国土交通大臣の許可を受けた料金の額及び割引制度を適用した
額とする。 

 
１．（１）③ロのうち、「②ヘ（大⽵⻄ジャンクション及び大⽵ジャンクションを通行する

場合並びにただし書きを除く。）、ル、ヲ、カ（ただし書きを除く。）、ヨ、タ、ツ、ネ、ナ、
ヰ（（ロ）（イ）の区間に限る。）及び（ハ）に定める期間を除く。）及びオに掲げる高速道
路」を「②ヘ（大⽵⻄ジャンクション及び大⽵ジャンクションを通行する場合並びにただし
書きを除く。）、ル、ヲ、カ（ただし書きを除く。）、ヨ、タ、ツ、ネ、ナ、ノ（（イ）（イ）の
区間に限る。）及び（ロ）に定める期間を除く。）及びクに掲げる高速道路」に改める。 

 
１．（２）②ロ（イ）のうち、「令和６年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める。 
 
１．（２）⑦イの表中３の（A）のうち、「大阪府道高速大阪東大阪線」を「大阪府道高速大

阪東大阪線（一般国道１６３号（東大阪線）（東大阪市荒本北から東大阪市⻄⽯切町まで）を
含む。以下同じ。）」に改める。 

 
１．（２）⑧を次のとおり改める。 



⑧ 沖縄自動車道特別割引 
イ 令和６年３月３１日まで 

（イ）割引をする自動車 
沖縄自動車道を通行する全自動車（駐留軍公用車両を除く）。 

（ロ）割引率等 
割引率は３５.５パーセントとし、沖縄自動車道の通行料金に適用する。 
なお、本割引適用後の料金の額は、割引後の算出額に１０円未満の端数が生じ

る場合には、四捨五入により、１０円単位の端数処理を行うこととする。 
ロ 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（イ）割引をする自動車 
沖縄自動車道を通行するＥＴＣ車（駐留軍公用車両を除く）。 

（ロ）割引率等 
割引率は３５.５パーセントとし、沖縄自動車道の通行料金に適用する。 
なお、本割引適用後の料金の額は、割引後の算出額に１０円未満の端数が生じ

る場合には、四捨五入により、１０円単位の端数処理を行うこととする。 
 
１．（２）⑨のうち、「令和６年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。 
 
１．（２）⑪を次のとおり改める。 
⑪ 障害者割引 

イ 割引をする自動車 
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により交付

されている身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児
第１５６号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙）の定めるところにより
交付を受けている療育手帳（以下「手帳」という。）に、社会福祉法（昭和２６年法律
第４５号）第１４条に基づく福祉に関する事務所（市町村及び特別区が設置したもの
に限る。）若しくは当該事務所を設置していない町村又は⻄日本高速道路株式会社及び
他の有料道路事業者が共同で設ける申込窓口において、以下の（イ）又は（ロ）の要件
を満たすものとして、⻄日本高速道路株式会社が別に定めるところにより事前に自動
車登録番号又は車両番号等必要事項の記載の手続きがなされた自動車。 

（イ）手帳の交付を受けている者が、手帳を携行して自ら運転する自動車のうち日常生
活の用に供され、本人又はその親族等が所有する自動車（営業用の自動車を除く。）
で、⻄日本高速道路株式会社が別に定めるもの。 

（ロ）手帳の交付を受けている者のうち、重度の障害を持つ者として身体障害者福祉法
施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に定める障害の等級又は「療
育手帳制度の実施について（昭和４８年９月２７日児発第７２５号厚生省児童家
庭局⻑通知）」の第三に定める障害の程度に基づき⻄日本高速道路株式会社が別に
定める者（以下「重度障害者」という。）が手帳を携行して乗車し、その移動のた
めに本人以外の者が運転する自動車のうち日常生活の用に供され、当該重度障害
者又はその親族等が所有する（これらの者がこれらの自動車を所有していない場
合にあっては当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有する）自



動車（営業用の自動車を除く。）で、⻄日本高速道路株式会社が別に定めるもの。 
なお、上記自動車がＥＴＣシステムを利用して無線通信により料金所を通行し、通

行料金の納付を行おうとする場合は、⻄日本高速道路株式会社が別に定めるところに
より事前に登録がなされた、ＥＴＣクレジットカード又はＥＴＣパーソナルカードと
車載器をともに使用する場合に限る。 

また、上記（イ）又は（ロ）の要件を満たす自動車以外の自動車であっても、⻄日本
高速道路株式会社が別に定めるものについては、⻄日本高速道路株式会社が別に定め
るところにより本割引を適用するものとする。ただし、当該自動車がＥＴＣシステム
を利用して無線通信により料金所を通行し通行料金の納付を行おうとする場合は、⻄
日本高速道路株式会社が別に定める方法により通行する場合に限る。 

ロ 割引率 
割引率は５０パーセント以下とする。 

 
１．（２）⑮イのうち「１００キロメートル」を「８０キロメートル」に、「別添５（ただ

し、京都縦貫自動車道は宮津天橋立インターチェンジから丹波インターチェンジまでの区間
に限る。）」を「別添５（ただし、京都縦貫自動車道は、⻄日本高速道路株式会社が別に定め
る日の前日までの間において、宮津天橋立インターチェンジから丹波インターチェンジまで
の区間に限る。）」に、同ハのうち「令和５年４月１日から同年１１月２６日まで」を「令和
６年４月６日から同年１１月３０日まで」に改める。 

 
１．（２）⑱のうち「⑯」を「⑲」に、「⑰」を「⑳」に改める。 
 
１．（２）⑲のうち「⑯」を「⑲」に、「⑰」を「⑳」に改める。 
 
１．（２）⑳イのうち「⑫」を「⑮」に、「⑮」を「⑱」に、同ハのうち「⑧」を「⑪」に、

「⑨」を「⑫」に、「⑪」を「⑭」に、「⑮」を「⑱」に、同ニのうち「⑧」を「⑪」に、「⑨」
を「⑫」に、「⑩」を「⑬」に、「⑫」を「⑮」に改める。 

 
１．（２）のうち、⑧から㉑までを３ずつ繰り下げ、⑦の次に次のとおり加える。 
⑧ 近畿自動車道迂回利用割引（大阪都心迂回） 

イ 割引をする自動車 
次表の（Ａ）に掲げる道路、（Ｂ）に掲げる近畿自動車道の区間及び（Ｃ）に掲げる

阪神高速道路株式会社が管理する高速道路（ただし、次表の（Ａ）に道路の記載がな
い各項においては、これを除く。）を連続して通行し、ハに定める阪神高速道路株式
会社が管理するインターチェンジを入口又は出口として通行するＥＴＣ車。 

ただし、次表の１の（Ａ）に掲げる道路を通行する場合は、中央自動車道⻄宮線の
大⼭崎インターチェンジ若しくは茨⽊インターチェンジ又は近畿自動車道名古屋神⼾
線の高槻インターチェンジを流入又は流出する自動車に限るものとし、次表の４の（Ａ）
に掲げる第二京阪道路を通行する自動車のうち、当該道路の起点又は当該道路を除く
高速道路の各インターチェンジから流入又は流出する場合は、ＥＴＣ２．０車に限る
ものとする。 



 
 

 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 

１ 

中央自動車道⻄宮線の大⼭崎インタ

ーチェンジ若しくは茨⽊インターチ

ェンジ又は近畿自動車道名古屋神⼾

線の高槻インターチェンジから中央

自動車道⻄宮線の吹⽥インターチェ

ンジまでの区間 

松原ジャンクションから吹⽥インター

チェンジまで 

大阪府道高速大阪松原線の松原ジャ

ンクションからハに定める各インタ

ーチェンジまで（ただし、大阪府道高

速大和川線の全線を通行する場合に

限る。） 

２ ― 
松原ジャンクションから吹⽥インター

チェンジまで 

３ ― 
松原ジャンクションから摂津北インタ

ーチェンジまで 

４ 第二京阪道路 
松原ジャンクションから門真ジャンク

ションまで 

５ ― 
松原ジャンクションから大東鶴見イン

ターチェンジまで 

６ 
大阪府道高速大阪東大阪線のうち第

二阪奈道路との接続部から東大阪ジ

ャンクションまでの区間 

松原ジャンクションから東大阪ジャン

クションまで 

ロ 割引額 
割引額は、イに定める自動車が通行する場合の料金の額（阪神高速道路株式会社が

管理する高速道路の料金の額（短距離区間利用割引の割引適用要件に該当する自動車
の場合は、当該割引後の料金の額）を含む。以下「近畿自動車道迂回利用の料金の額」
という。）が、次表のうちイの表と同一の項の（Ｄ）に掲げる道路、（Ｅ）に掲げる近
畿自動車道の区間及び（Ｆ）に掲げる阪神高速道路株式会社が管理する高速道路（た
だし、次表の（Ｄ）又は（Ｅ）に道路の記載がない各項においては、これを除く。）を
連続して通行し、イに定める自動車が通行するインターチェンジを入口又は出口とし
て通行する場合の料金の額（阪神高速道路株式会社が管理する高速道路の料金の額（上
限料金の引下げに係る割引の割引適用要件に該当する自動車の場合は、当該割引後の
料金の額）を含む。また、同一の項において経路が複数ある場合は、複数経路のうち
最も低い額とする。以下「大阪都心利用の料金の額」という。）より高い場合におい
て、近畿自動車道迂回利用の料金の額から大阪都心利用の料金の額を差し引いた額と
し、イの表中（Ｂ）に掲げる近畿自動車道の区間の通行料金に適用する（ただし、⻄日
本高速道路株式会社が別に定める日までの間は、阪神高速道路株式会社が管理する高
速道路の通行料金に適用する。）。 

 
 
 
 
 



 経路 （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） 

１ 

経路１ 

中央自動車道⻄宮線の大⼭崎イン

ターチェンジ若しくは茨⽊インタ

ーチェンジ又は近畿自動車道名古

屋神⼾線の高槻インターチェンジ

から中央自動車道⻄宮線の吹⽥イ

ンターチェンジまでの区間 

守口ジャンクションから吹⽥イン

ターチェンジまで 

大阪府道高速大阪守口線の守口ジ

ャンクションからハに定める各イ

ンターチェンジまで 

経路２ 

中央自動車道⻄宮線の大⼭崎イン

ターチェンジ若しくは茨⽊インタ

ーチェンジ又は近畿自動車道名古

屋神⼾線の高槻インターチェンジ

から中央自動車道⻄宮線の豊中イ

ンターチェンジまでの区間 

― 

大阪府道高速大阪池⽥線の豊中南

（名神）インターチェンジからハ

に定める各インターチェンジまで 

２ 

経路１ ― 
守口ジャンクションから吹⽥イン

ターチェンジまで 

大阪府道高速大阪守口線の守口ジ

ャンクションからハに定める各イ

ンターチェンジまで 

経路２ 

中央自動車道⻄宮線の吹⽥インタ

ーチェンジから豊中インターチェ

ンジまでの区間 

― 

大阪府道高速大阪池⽥線の豊中南

（名神）インターチェンジからハ

に定める各インターチェンジまで 

３ 経路１ ― 
守口ジャンクションから摂津北イ

ンターチェンジまで 

大阪府道高速大阪守口線の守口ジ

ャンクションからハに定める各イ

ンターチェンジまで 

４ 経路１ 第二京阪道路 
東大阪ジャンクションから門真ジ

ャンクションまで 

大阪府道高速大阪東大阪線の東大

阪ジャンクションからハに定める

各インターチェンジまで 

５ 経路１ ― 
東大阪ジャンクションから大東鶴

見インターチェンジまで 

６ 経路１ 

大阪府道高速大阪東大阪線のうち

第二阪奈道路との接続部から東大

阪ジャンクションまでの区間 

― 

ハ 対象インターチェンジ 
大阪府道高速湾岸線の三宝インターチェンジ以南の各インターチェンジ 

ニ 適用する期間 
⻄日本高速道路株式会社が別に定める日から本割引を適用する。 

 
⑨ 中国自動車道迂回利用割引（神⼾都心流入） 

イ 割引をする自動車 
次表の（Ａ）に掲げる区間、（Ｂ）に掲げる中国縦貫自動車道の区間及び（Ｃ）に掲



げる阪神高速道路株式会社が管理する高速道路（ただし、次表の（Ａ）に道路の記載
がない各項においては、これを除く。）を連続して通行し、ハに定める阪神高速道路
株式会社が管理するインターチェンジを入口又は出口として通行するＥＴＣ車。 

ただし、次表の１の（Ａ）に掲げる道路を通行する場合は、中央自動車道⻄宮線の
大⼭崎インターチェンジ若しくは茨⽊インターチェンジ又は近畿自動車道名古屋神⼾
線の高槻インターチェンジ、次表の３の（Ａ）に掲げる道路を通行する場合は、近畿
自動車道の摂津南インターチェンジを流入又は流出する自動車に限るものとする。 
 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） 

１ 

中央自動車道⻄宮線の大⼭崎インター

チェンジ若しくは茨⽊インターチェン

ジ又は近畿自動車道名古屋神⼾線の高

槻インターチェンジから中央自動車道

⻄宮線の吹⽥ジャンクションまで 

吹⽥ジャンクションから⻄宮⼭口ジャ

ンクションまで 
兵庫県道高速北神⼾線の⻄宮⼭口

ジャンクションからハに定める各

インターチェンジまで 
２ ― 

中国吹⽥インターチェンジから⻄宮⼭

口ジャンクションまで 

３ 
近畿自動車道の摂津南インターチェン

ジから吹⽥インターチェンジまで 

吹⽥ジャンクションから⻄宮⼭口ジャ

ンクションまで 

ロ 割引額 
割引額は、イに定める自動車が通行する場合の料金の額（阪神高速道路株式会社が

管理する高速道路の料金の額を含む。以下「中国道迂回利用（神⼾都心流入）の料金
の額」という。）が、次表のうちイの表と同一の項の（Ｄ）に掲げる区間、（Ｅ）に掲
げる中央自動車道⻄宮線の区間及び（Ｆ）に掲げる阪神高速道路株式会社が管理する
高速道路（ただし、次表の（Ｄ）に道路の記載がない各項においては、これを除く。）
を連続して通行し、イに定める自動車が通行するインターチェンジ（ただし、ハに定
めるインターチェンジのうち神⼾市道高速道路２号線の神⼾⻑⽥インターチェンジの
場合は兵庫県道高速神⼾⻄宮線の湊川インターチェンジ、神⼾市道生⽥川箕⾕線の国
道２号インターチェンジ、二宮インターチェンジ、神若インターチェンジ又は新神⼾
駅インターチェンジの場合は兵庫県道高速神⼾⻄宮線の生⽥川インターチェンジとす
る。）を入口又は出口として通行する場合の料金の額（阪神高速道路株式会社が管理
する高速道路の料金の額を含む。以下「神⼾都心流入の料金の額」という。）より高い
場合において、中国道迂回利用（神⼾都心流入）の料金の額（ただし、阪神高速道路株
式会社が管理する高速道路の料金の額を除く。）から神⼾都心流入の料金の額（ただ
し、阪神高速道路株式会社が管理する高速道路の料金の額を除く。）を差し引いた額
とし、イの表の（Ａ）及び（Ｂ）に掲げる区間（ただし、イの表中３の（Ａ）に掲げる
区間を除く。）の通行料金に適用する（ただし、⻄日本高速道路株式会社が別に定め
る日までの間は、阪神高速道路株式会社が管理する高速道路の通行料金に適用する。）。 

 
 
 
 
 



 （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） 

１ 

中央自動車道⻄宮線の大⼭崎インター

チェンジ若しくは茨⽊インターチェン

ジ又は近畿自動車道名古屋神⼾線の高

槻インターチェンジから中央自動車道

⻄宮線の吹⽥ジャンクションまで 

吹⽥ジャンクションから⻄宮インター

チェンジまで 
兵庫県道高速神⼾⻄宮線の⻄宮Ｉ

Ｃインターチェンジからハに定め

る各インターチェンジまで 
２ ― 

吹⽥インターチェンジから⻄宮インタ

ーチェンジまで 
３ 

近畿自動車道の摂津南インターチェン

ジから吹⽥インターチェンジまで 

ハ 対象インターチェンジ 
兵庫県道高速神⼾⻄宮線の生⽥川インターチェンジ、京橋インターチェンジ、柳原

インターチェンジ及び湊川インターチェンジ、神⼾市道高速道路２号線の神⼾⻑⽥イ
ンターチェンジ並びに神⼾市道生⽥川箕⾕線の国道２号インターチェンジ、二宮イン
ターチェンジ、神若インターチェンジ及び新神⼾駅インターチェンジ 

ニ 適用する期間 
⻄日本高速道路株式会社が別に定める日から令和１４年３月３１日まで本割引を適

用する。 
 

⑩ 中国自動車道迂回利用割引（神⼾都心迂回） 
イ 割引をする自動車 

次表の（Ａ）に掲げる道路、（Ｂ）に掲げる近畿自動車道若しくは阪和自動車道（区
間料金制区間）の区間又は近畿自動車道と阪和自動車道（区間料金制区間）の相互間
（以下「（Ｂ）のインターチェンジ相互間」という。）、（Ｃ）に掲げる中国縦貫自動
車道の区間、（Ｄ）に掲げる阪神高速道路株式会社が管理する高速道路及び（Ｅ）に掲
げる第二神明道路の区間（ただし、次表の（Ａ）若しくは（Ｂ）又は（Ａ）及び（Ｂ）
に道路の記載がない各項においては、これを除く。）を連続して通行し、ハに定める
各インターチェンジを入口又は出口として通行するＥＴＣ車。 

ただし、次表の１の（Ａ）に掲げる道路を通行する場合は、中央自動車道⻄宮線の
大⼭崎インターチェンジ若しくは茨⽊インターチェンジ又は近畿自動車道名古屋神⼾
線の高槻インターチェンジを流入又は流出する自動車に限るものとし、次表の５の（Ａ）
に掲げる第二京阪道路を通行する自動車のうち、当該道路の起点又は当該道路を除く
高速道路の各インターチェンジから流入又は流出する場合は、ＥＴＣ２．０車に限る
ものとする。 

 
 
 
 
 
 
 



 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ） 

１ 

中央自動車道⻄宮線の大

⼭崎インターチェンジ若

しくは茨⽊インターチェ

ンジ又は近畿自動車道名

古屋神⼾線の高槻インタ

ーチェンジから中央自動

車道⻄宮線の吹⽥ジャン

クションまでの区間 

― 

吹⽥ジャンクション

から⻄宮⼭口ジャン

クションまで 

兵庫県道高速北神⼾

線の⻄宮⼭口ジャン

クションから伊川⾕

ジャンクションまで 

第二神明道路の伊川

⾕ジャンクションか

らハに定める各イン

ターチェンジまで 

２ 

― 

― 

中国吹⽥インターチ

ェンジから⻄宮⼭口

ジャンクションまで 

３ 
摂津南インターチェン

ジから吹⽥インターチ

ェンジまで 

吹⽥ジャンクション

から⻄宮⼭口ジャン

クションまで 

４ 

東大阪北インターチェ

ンジ又は門真インター

チェンジから吹⽥イン

ターチェンジまで 

５ 第二京阪道路 

門真ジャンクションか

ら吹⽥インターチェン

ジまで 

６ ― 

八尾インターチェンジ

から吹⽥インターチェ

ンジまで 

７ 

大阪府道高速大阪東大阪

線のうち第二阪奈道路と

の接続部から東大阪ジャ

ンクションまでの区間 

東大阪ジャンクション

から吹⽥インターチェ

ンジまで 

８ ⻄名阪自動車道 

松原ジャンクションか

ら吹⽥インターチェン

ジまで 

９ ― 

松原インターチェンジ

又は美原北インターチ

ェンジから吹⽥インタ

ーチェンジまで 

10 南阪奈道路 

美原ジャンクションか

ら吹⽥インターチェン

ジまで 

ロ 割引額 
割引額は、イに定める自動車が通行する場合の料金の額（阪神高速道路株式会社が



管理する高速道路の料金の額（短距離区間利用割引の割引適用要件に該当する自動車
の場合は、当該割引後の料金の額）を含む。以下「中国道迂回利用（神⼾都心迂回）の
料金の額」という。）が、次表のうちイの表と同一の項の（Ｆ）に掲げる道路、（Ｇ）に
掲げる近畿自動車道若しくは阪和自動車道（区間料金制区間）の区間又は近畿自動車
道と阪和自動車道（区間料金制区間）の相互間、（Ｈ）に掲げる中央自動車道⻄宮線の
区間、（Ｉ）に掲げる阪神高速道路株式会社が管理する高速道路及び（Ｊ）に掲げる第
二神明道路の区間（ただし、次表の（Ｆ）、（Ｇ）若しくは（Ｈ）又は（Ｆ）及び（Ｇ）、
（Ｆ）及び（Ｈ）若しくは（Ｇ）及び（Ｈ）に道路の記載がない各項においては、これ
を除く。）を連続して通行し、イに定める自動車が通行するインターチェンジを入口又
は出口として通行する場合の料金の額（阪神高速道路株式会社が管理する高速道路の
料金の額（上限料金の引下げに係る割引の割引適用要件に該当する自動車の場合は、
当該割引後の料金の額）を含む。以下「神⼾都心通過の料金の額」という。）より高い
場合において、次により算出した額（ただし、（イ）は正の数となる場合に限る。）と
し、イの表の（Ｃ）に掲げる中国縦貫自動車道の区間（ただし、イの表中１において、
（Ａ）に掲げる道路を含む。また、イの表中７から１０までにおいて、当該区間の料
金の額を超える部分は（Ｂ）のインターチェンジ相互間とする。）の通行料金に適用す
る（ただし、⻄日本高速道路株式会社が別に定める日までの間は、阪神高速道路株式
会社が管理する高速道路の通行料金に適用する。）。 

（イ）イの表中１から３までに該当する自動車 
割引額は、次の算式により算出した額とする。 
Ｘ１−Ｙ１ 
（注）この算式においてＸ１及びＹ１は、それぞれ次の数値を表すものとする。 
Ｘ１：中国道迂回利用（神⼾都心迂回）の料金の額（ただし、阪神高速道路株式会

社が管理する高速道路の料金の額を除く。） 
Ｙ１：神⼾都心通過の料金の額（ただし、阪神高速道路株式会社が管理する高速

道路の料金の額を除く。） 
（ロ）イの表中４から１０までに該当する自動車 

割引額は、次の算式により算出した額（以下「中国道迂回利用（神⼾都心迂回）の
割引額」という。）とする。 

Ｘ２−Ｙ２ 
（注）この算式においてＸ２及びＹ２は、それぞれ次の数値を表すものとする。 
Ｘ２：中国道迂回利用（神⼾都心迂回）の料金の額 
Ｙ２：神⼾都心通過の料金の額 

 （Ｆ） （Ｇ） （Ｈ） （Ｉ） （Ｊ） 

１ 

中央自動車道⻄宮線の大⼭崎

インターチェンジ若しくは茨

⽊インターチェンジ又は近畿

自動車道名古屋神⼾線の高槻

インターチェンジから中央自

動車道⻄宮線の吹⽥ジャンク

ションまでの区間 

― 

吹⽥ジャンクション

から⻄宮インターチ

ェンジまで 

兵庫県道高速神⼾⻄宮

線の⻄宮ＩＣインター

チェンジから第二神明

道路との接続部まで 

第二神明道路の起

点からハに定める

各インターチェン

ジまで 



２ 

― 

― 

吹⽥インターチェン

ジから⻄宮インター

チェンジまで ３ 

近畿自動車道の摂

津南インターチェ

ンジから吹⽥イン

ターチェンジまで 

４ 

近畿自動車道の東

大阪北インターチ

ェンジ又は門真イ

ンターチェンジか

ら守口ジャンクシ

ョンまで 

― 

大阪府道高速大阪守口

線の守口ジャンクショ

ンから兵庫県道高速北

神⼾線の伊川⾕ジャン

クションまで 

第二神明道路の伊

川⾕ジャンクショ

ンからハに定める

各インターチェン

ジまで 

５ 第二京阪道路 

近畿自動車道の東

大阪ジャンクショ

ンから門真ジャン

クションまで 
大阪府道高速大阪東大

阪線の東大阪ジャンク

ションから兵庫県道高

速北神⼾線の伊川⾕ジ

ャンクションまで 

６ ― 

近畿自動車道の八

尾インターチェン

ジから東大阪ジャ

ンクションまで 

７ 

大阪府道高速大阪東大阪線の

うち第二阪奈道路との接続部

から東大阪ジャンクションま

での区間 

― 

８ ⻄名阪自動車道 ― 

大阪府道高速大阪松原

線の松原ジャンクショ

ンから兵庫県道高速北

神⼾線の伊川⾕ジャン

クションまで 

９ ― 

近畿自動車道の松

原インターチェン

ジ又は阪和自動車

道の美原北インタ

ーチェンジから近

畿自動車道の松原

ジャンクションま

で 

10 南阪奈道路 

阪和自動車道の美

原ジャンクション

から近畿自動車道

の松原ジャンクシ

ョンまで 

ハ 対象インターチェンジ 
第二神明道路の⽟津インターチェンジ、大久保インターチェンジ及び明⽯⻄インタ



ーチェンジ 
ニ 適用する期間 

⻄日本高速道路株式会社が別に定める日から本割引を適用する。 
 
１．（７）のうち「⑯」を「⑲」に、「⑱」を「㉑」に、「⑲」を「㉒」に改める。 
 
２．のうち、「令和４５年７月９日」を「令和５４年３月２２日」に改める。 
 
別添５を別添５のとおり改める。 
 
別添７を別添７のとおり改める。 
 
別添８を別添８のとおり改める。 

  



別添５ 一般有料道路等のキロ程（単位：キロメートル）

京滋バイパス 第二京阪道路

久御⼭淀 門真
久御⼭ 第二京阪 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ

久御⼭ 2.4 寝屋川南 門真 ─
巨椋 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 3.1 寝屋川北 3.3 4.2

宇治⻄ ─ ─ ─ 交野南 ─ ─ ─
宇治東 1.9 3.6 ─ 6.7 交野北 0.9 ─ 8.9 9.8

笠取 ─ ─ ─ ─ ─ 枚方学研 ─ ─ ─ ─ ─
南郷 5.1 7.4 9.3 11.0 ─ 14.1 枚方東 1.5 ─ 6.3 ─ 14.3 15.2

⽯⼭ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 京⽥辺 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
瀬⽥東 4.9 ─ 11.9 14.2 16.1 17.8 ─ 20.9 八幡京⽥辺 松井 2.4 ─ 5.6 ─ 10.4 ─ 18.4 19.3

─ 7.9 ─ 14.9 17.2 19.1 20.8 ─ 23.9 八幡東 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 0.4 2.8 ─ 6.0 ─ 10.8 ─ 18.8 19.7
久御⼭南 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

久御⼭ 0.7 3.8 4.2 6.6 ─ 9.8 ─ 14.6 ─ 22.6 23.5
巨椋池 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 3.6 6.7 7.1 9.5 ─ 12.7 ─ 17.5 ─ 25.5 26.4

起点 1.0 ─ 4.6 7.7 8.1 10.5 ─ 13.7 ─ 18.5 ─ 26.5 27.4
─ 1.9 ─ 5.5 8.6 9.0 11.4 ─ 14.6 ─ 19.4 ─ 27.4 28.3

淀川左岸線延伸部 広島岩国道路 八代日奈久道路 江津道路 椎⽥道路

大⽵ 日奈久 浜⽥ 椎⽥南
⻄日本・ 大⽵⻄ ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 八代南 浜⽥東 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 椎⽥

門真⻄ 阪神接続部 大⽵ ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 八代 5.4 江津⻄ 3.4 築城 1.7
門真 0.4 大野 0.7 0.7 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 6.6 12.0 江津 6.0 9.4 みやこ 4.9 6.6
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 1.1 廿日市 8.3 9.0 9.0 5.1 11.1 14.5 豊津 2.3 7.2 8.9
（注）⻄日本・阪神接続部とは 廿日市 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 4.7 13.0 13.7 13.7
   大阪市鶴見区緑地公園をいう。 2.5 7.2 15.5 16.2 16.2

宇佐別府道路 日出バイパス 延岡南道路 隼人道路 湯浅御坊道路 名神湾岸連絡線

速見 日出 門川 加治⽊ 有⽥ ⻄日本・
大分農業 速見 起点・ 隼人⻄ 有⽥南 ⻄宮 阪神接続部

安心院 文化公園 6.3 9.0 延岡南 2.6 隼人東 2.5 湯浅 ─ 0.3
院内 6.3 12.6 3.6 6.1 広川 2.7 3.9

宇佐 5.2 11.5 17.8 広川南 ─ 5.2 6.4
─ 8.3 14.6 20.9 川辺 4.5 ─ 9.7 10.9

御坊 ─ 8.5 ─ 13.7 14.9
4.5 ─ 13.0 ─ 18.2 19.4



今治小松道路

終点
いよ小松

東予丹原 北 ─
今治 3.0 4.0
湯ノ浦 9.0 0.0 2.7

京都縦貫自動車道
令和５年４月１日から⻄日本高速道路株式会社が別に定める日の前日まで

丹波 八⽊中 大⼭崎
京丹波 八⽊⻄ ⻑岡京

京丹波 みずほ 7.7 園部 1.5 大原野 1.3
綾部 わち 11.6 19.3 丹波 ─ 5.5 沓掛 7.1 8.4

綾部 安国寺 7.3 18.9 26.6 5.4 ─ 10.9 篠 ─ ─ ─
舞鶴大江 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 2.6 9.9 21.5 29.2 ⻲岡 5.0 ─ 13.5 14.8

宮津 12.1 14.7 22.0 33.6 41.3 5.5 10.5 ─ 19.0 20.3
天橋立 11.3 23.4 26.0 33.3 44.9 52.6

⻄日本高速道路株式会社が別に定める日以降

大⼭崎
⻑岡京

大原野 1.3
沓掛 7.1 8.4

篠 ─ ─ ─
⻲岡 5.0 ─ 13.5 14.8

大井 5.5 10.5 ─ 19.0 20.3
千代川 2.6 8.1 13.1 ─ 21.6 22.9

八⽊東 2.5 5.1 10.6 15.6 ─ 24.1 25.4
八⽊中 3.1 5.6 8.2 13.7 18.7 ─ 27.2 28.5

八⽊⻄ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
園部 1.5 ─ 5.8 8.3 10.9 16.4 21.4 ─ 29.9 31.2

丹波 ─ 5.5 ─ 9.8 12.3 14.9 20.4 25.4 ─ 33.9 35.2
京丹波 5.4 ─ 10.9 ─ 15.2 17.7 20.3 25.8 30.8 ─ 39.3 40.6

京丹波 みずほ 7.7 13.1 ─ 18.6 ─ 22.9 25.4 28.0 33.5 38.5 ─ 47.0 48.3
綾部 わち 11.6 19.3 24.7 ─ 30.2 ─ 34.5 37.0 39.6 45.1 50.1 ─ 58.6 59.9

綾部 安国寺 7.3 18.9 26.6 32.0 ─ 37.5 ─ 41.8 44.3 46.9 52.4 57.4 ─ 65.9 67.2
舞鶴大江 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 2.6 9.9 21.5 29.2 34.6 ─ 40.1 ─ 44.4 46.9 49.5 55.0 60.0 ─ 68.5 69.8

宮津 12.1 14.7 22.0 33.6 41.3 46.7 ─ 52.2 ─ 56.5 59.0 61.6 67.1 72.1 ─ 80.6 81.9
天橋立 11.3 23.4 26.0 33.3 44.9 52.6 58.0 ─ 63.5 ─ 67.8 70.3 72.9 78.4 83.4 ─ 91.9 93.2



兵庫県道路公社が管理する道路（播但連絡道路）

和⽥⼭
朝来

生野北 12.1
生野北 第二 ─ ─

生野 第一 0.5 5.5 17.6
神崎北 ─ ─ ─ ─

神崎南 ─ ─ ─ ─ ─
市川北 7.4 12.4 ─ 15.3 20.3 32.4

市川南 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
福崎北 5.9 9.2 16.6 21.6 ─ 24.5 29.5 41.6

福崎南 3.3 9.2 12.5 19.9 24.9 ─ 27.8 32.8 44.9
船津 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

砥堀 5.0 ─ 8.3 14.2 17.5 24.9 29.9 ─ 32.8 37.8 49.9
豊富 4.1 9.1 ─ 12.4 18.3 21.6 29.0 34.0 ─ 36.9 41.9 54.0

⼭陽 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
花⽥ 姫路東 3.0 ─ 7.1 12.1 ─ 15.4 21.3 24.6 32.0 37.0 ─ 39.9 44.9 57.0

姫路 1.9 4.9 ─ 9.0 14.0 ─ 17.3 23.2 26.5 33.9 38.9 ─ 41.8 46.8 58.9
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 4.7 6.6 9.6 ─ 13.7 18.7 ─ 22.0 27.9 31.2 38.6 43.6 ─ 46.5 51.5 63.6

本州四国連絡高速道路株式会社が管理する道路（一般国道２８号） 本州四国連絡高速道路株式会社が管理する道路（一般国道３０号）

鳴門 坂出
鳴門北 坂出北

淡路島南 7.3 与島 2.6
⻄淡三原 7.1 14.4 児島 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ 8.2 10.8

洲本 8.8 15.9 23.2 水島 7.7 15.9 18.5
淡路島中央 9.5 18.3 25.4 32.7 早島 10.6 18.3 26.5 29.1

津名一宮 ｽﾏｰﾄ 4.0 13.5 22.3 29.4 36.7 8.2 18.8 26.5 34.7 37.3
北淡 7.9 11.9 21.4 30.2 37.3 44.6

東浦 10.1 18.0 22.0 31.5 40.3 47.4 54.7
淡路(ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ) 8.8 18.9 26.8 30.8 40.3 49.1 56.2 63.5

垂水 淡路北ｽﾏｰﾄ 5.4 14.2 24.3 32.2 36.2 45.7 54.5 61.6 68.9
布施畑 11.3 16.7 25.5 35.6 43.5 47.5 57.0 65.8 72.9 80.2

神⼾⻄ 3.8 15.1 20.5 29.3 39.4 47.3 51.3 60.8 69.6 76.7 84.0
5.0 8.8 20.1 25.5 34.3 44.4 52.3 56.3 65.8 74.6 81.7 89.0



別添７ 割引相互間の重複適用関係 

（１）重複適用の有無 
 ﾏｲﾚｰｼﾞ              

大口 × 大口             

深夜 ○ ○ 深夜            

休日 ○ ○ × 休日           

近迂 ○ ○ ○ × 近迂          

近大迂 ○ ○ ○ × × 近大迂         

中神入 ○ ○ ○ × × × 中神入        

中神迂 ○ ○ ○ × × × × 中神迂       

沖特 ○ ○ ○ × × × × × 沖特      

延地 × × × × × × × × × 延地     

広連 ○ × × × × × × × × × 広連    

障割 ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × 障割   

路ﾊﾞｽ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × × 路ﾊﾞｽ  

二輪 ○ × × × × × × × × × × × × 二輪 

（注）「マイレージ」、「大口」、「深夜」、「休日」、「近迂」、「近大迂」、「中神入」、「中神迂」「沖特」、「延地」、「広連」、「障割」、「路バス」及び「二輪」は、それぞれ、

マイレージ割引、大口・多頻度割引、深夜割引、休日割引、近畿自動車道等迂回利用割引、近畿自動車道迂回利用割引（大阪都心迂回）、中国自動車道迂回利

用割引（神戸都心流入）、中国自動車道迂回利用割引（神戸都心迂回）、沖縄自動車道特別割引、延岡南道路地域内利用割引、広島呉道路連続利用割引、障害

者割引、乗合型自動車（定期路線）割引及び二輪車定率割引を指すものとし、縦と横の交差の記号が、○は重複適用有り、×は重複適用無しを示す。 

（２）重複適用の順序 

適用の順序 割引の種類 

１ 沖縄自動車道特別割引、延岡南道路地域内利用割引、広島呉道路連続利用割引、近畿自動車道等迂回利用割引（西日本高速道路株式会社が

別に定める日以降とする。）、近畿自動車道迂回利用割引（大阪都心迂回）、中国自動車道迂回利用割引（神戸都心流入）、中国自動車道迂回

利用割引（神戸都心迂回） 

２ 深夜割引、休日割引 

３ 障害者割引 

４ 近畿自動車道等迂回利用割引（西日本高速道路株式会社が別に定める日の前日までとする。）、二輪車定率割引 

５ 乗合型自動車（定期路線）割引 

６ マイレージ割引、大口・多頻度割引 

 



別添８ 二輪車定率割引で用いるキロ程（単位：キロメートル）

近畿自動車道天理吹⽥線（天理・松原又は⻑原間）

⻑原
松原

松原 1.8
藤井寺 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 0.9 0.9

柏原 3.1 4.0 4.0
香芝 5.1 8.2 9.1 9.1

法隆寺 ─ 9.5 12.6 13.5 13.5
大和 5.4 ─ 14.9 18.0 18.9 18.9

郡⼭下ツ道 まほろば 3.3 8.7 ─ 18.2 21.3 22.2 22.2
天理 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ・郡⼭ 2.7 6.0 11.4 ─ 20.9 24.0 24.9 24.9

3.2 5.9 9.2 14.6 ─ 24.1 27.2 28.1 28.1

近畿自動車道天理吹⽥線（松原・吹⽥間）

吹⽥
摂津北

摂津南 ─
守口 2.4 6.9

門真 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 3.5 8.0
門真 3.2 ─ 6.7 11.2

大東鶴見 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 4.7 ─ 8.2 12.7
東大阪北 ─ ─ ─ ─ ─ ─

東大阪 1.0 2.0 ─ 6.7 ─ 10.2 14.7
東大阪南 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 3.2 4.2 ─ 8.9 ─ 12.4 16.9

八尾 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
⻑原 1.9 5.4 ─ 8.6 9.6 ─ 14.3 ─ 17.8 22.3

松原 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
松原 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 0.9 ─ 7.1 10.6 ─ 13.8 14.8 ─ 19.5 ─ 23.0 27.5

0.9 1.8 ─ 8.0 11.5 ─ 14.7 15.7 ─ 20.4 ─ 23.9 28.4



近畿自動車道松原那智勝浦線（⻑原・岸和⽥和泉間） 油小路線

岸和⽥ 終点
堺 和泉 伏見

堺 10.1 城南宮南 ─
美原南 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ ─ 城南宮北 1.4 3.4

美原 6.3 7.1 17.2 上鳥羽 ─ ─ ─
美原北 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 8.0 8.8 18.9 鴨川⻄ 0.5 ─ 3.2 5.2

松原 ─ ─ ─ ─ ─ 起点 ─ 2.1 ─ 4.8 6.8
松原 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 2.7 ─ 5.4 7.4

⻑原 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 0.9 4.1 4.6 ─ 12.6 13.4 23.5
0.9 1.8 5.0 5.5 ─ 13.5 14.3 24.4

鹿児島道路 安来道路 京奈道路

伊集院 鹿児島⻄ 東出雲 ⼭⽥川 ⽊津
美⼭ 松元 安来 精華学研 ⼭⽥川

市来 11.1 伊集院 5.4 ⽶⼦⻄ 12.5 精華下狛 1.6 2.9
─ 11.1 4.8 10.2 6.6 19.1 ⽥辺⻄ 5.0 5.0

⽥辺北 3.9 8.9 8.9
城陽 4.8 8.7 13.7 13.7

1.3 4.8 8.7 13.7 13.7

堺泉北道路 広島呉道路 ⻑崎バイパス

終点 坂 呉 終点
取⽯ 仁保 天応 川平

菱⽊ ─ 3.6 坂 6.2 間ノ瀬 3.3
太平寺 ─ ─ 6.0 12.2 古賀市布 11.2 13.0

平井 1.0 3.3 4.2 起点 ─ 11.2 13.0
─ 1.5 3.8 4.7 ─ ─ 11.2 13.0



南阪奈道路

終点
葛城

太⼦ ─
羽曳野東 5.5 7.5

羽曳野 ─ ─ ─
美原東 2.6 4.8 10.3 12.3

美原 ─ ─ ─ ─ ─
美原 1.5 3.6 6.2 8.4 13.9 15.9
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 2.5 4.6 7.2 9.4 14.9 16.9

京都縦貫自動車道

令和５年４月１日から⻄日本高速道路株式会社が別に定める日の前日まで

千代川 大⼭崎
八⽊東 ⻑岡京

八⽊中 3.1 大原野 1.3
八⽊⻄ ─ ─ 沓掛 7.1 8.4

園部 5.8 ─ 5.8 篠 ─ ─ ─
丹波 ─ 9.8 ─ 9.8 ⻲岡 5.0 ─ 13.5 14.8

5.4 ─ 15.2 ─ 15.2 大井 10.6 15.6 ─ 24.1 25.4
千代川 5.1 10.6 15.6 ─ 24.1 25.4

2.5 5.1 10.6 15.6 ─ 24.1 25.4

関⻄国際空港連絡橋 武雄佐世保道路 佐世保道路

関⻄ 波佐見 佐世保 ⻄日本高速道路株式会社が別に定める日の前日まで ⻄日本高速道路株式会社が別に定める日以降
りんくう 国際空港 武雄南 有⽥ 佐世保 大塔

9.2 10.1 波佐見 三川内 7.3 佐世保 佐世保
有⽥ 7.3 11.9 佐世保 大塔 佐世保 大塔

佐世保 みなと 7.8 佐世保 みなと 4.9
中央 ─ 7.8 相浦中里 中央 ─ 7.8

佐々 5.0 ─ 12.8
4.1 9.1 ─ 16.9


